
 

 

 

   

SBIR建設技術研究開発助成制度 

募集要領 

 

【公募区分】 

令和７年１２月 

国土交通省 大臣官房 技術調査課 

○政策課題解決型技術開発公募 

  ・一般タイプ【新規】 

    ・中小・スタートアップ企業タイプ【新規】 

 

公募受付期間： 

・一般タイプ          ：令和７年 12月 24日（水）～令和８年２月 20日（金）１７時 

・中小・スタートアップ企業タイプ：令和７年 12月 24日（水）～令和８年２月 20日（金）１７時 

【 ご 注 意 】 

 本事業への応募は「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」で行います。（原則として、

郵送や直接の持ち込み、E-mail等では受け付けません。） 

なお、e-Radの使用にあたっては、事前に「研究機関の登録」「研究者の登録」が必要とな

ります。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって手続きを

行って下さい。（詳細は７１ページ以降を参照。） 

 また、e-Radでの応募に当たっては、研究者だけでなく、所属研究機関によるe-Rad上での承

認の作業が必要となりますので、ご注意ください。（所属研究機関によるe-Rad上での承認の

作業が終了していないと応募は完了いたしません）。 

 この公募は令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算の成立を前提としており、予算案等

の審議状況等により、公募の内容等に変更があり得ることをあらかじめご承知おきください。 
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１．建設技術研究開発助成制度について  

 

１．１ 制度の趣旨 

建設技術研究開発助成制度は、建設分野の技術革新を推進していくため、国土交通省の所掌

する建設技術の高度化及び国際競争力の強化、国土交通省が実施する研究開発の一層の推進等

に資する技術研究開発に関する提案（ただし、鉄道、港湾、空港等運輸政策分野の技術研究開

発に関する提案は対象外）を企業や研究者から広く公募する競争的研究費制度です。 

優秀な提案に対し、予算の範囲内において、補助金（建設技術研究開発費補助金）を交付し

ます。 

 

【建設技術研究開発助成制度の公募区分】 

  

政策課題解決型技術開発公募 

  国土交通省が定めた具体的な推進テーマに対して、迅速に（概ね２～３年以内の実用化を

想定）成果を社会に還元させることを目的とした政策課題解決型の公募。 

技術開発に関する研究の内容が我が国の直面する国土交通行政に係る課題の解決にとって、

実用的な意義が大きいものであり、イノベーションを創出することが想定される技術開発を

強力に推進する。 

 

 

１．２ 制度の概要 

 

表１．政策課題解決型技術開発公募 

公募区分 最大交付可能額 交付可能期間 

政策課題解決型 

（一般タイプ） 

4,000万円（総額） 

（年間 2,000万円） 
１～２年間 

政策課題解決型 
（中小・スタートアップ企業タイプ） 

※以降、中小ＳＵ企業タイプ 

【事前調査（F/S）】 

  700万円（助成 1年目） 

【技術開発（R&D）】 

4,000万円 

（助成 2～3年目の総額） 

（年間 2,000万円） 

【事前調査（F/S）】 

  １年間（助成 1年目） 

【技術開発（R&D）】 

１～２年間（助成２年目

以降） 

 

 

交付される補助金の額については、予算枠や審査結果等を踏まえ、応募申請額に対して調整し

て決定させていただくことがあります。 

 

複数年を研究開発の期間として応募した課題については、特段の理由がある場合を除き、一般
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タイプについては１～２年の交付期間とします。中小ＳＵ企業タイプについては、段階的競争選

抜方式※を適用することとしており、F/S は１年間、R&D は１～２年間の交付期間とします。 

継続で応募をされる場合について、２年度目以降の計画については単年度毎に応募していただ

き、単年度毎の採択・交付となります。なお、２年度目以降に応募する場合は、その継続を審査

するために、それまでの成果等を報告して頂き、成果の見込みがないと判断されたもの等につい

ては採択しません。 

 

※段階的競争選抜方式のフロー 

段階的競争選抜方式とは、Ｆ／Ｓ終了時にその結果に関し研究開発への移行の可否につ

いて外部有識者による評価を行い、絞り込みを行った上で継続する案件のみ研究開発を実

施するものです。 

 

 



 

3 

１．３ 公募の基本事項 

（１）公募期間 

・政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ、中小ＳＵ企業タイプ） 

令和７年 12月 24日（水）～令和 8年２月 20日（金）１７時 

 

（２）研究実施までのスケジュール 

・政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ、中小ＳＵ企業タイプ）＜新規＞ 予定 

           令和７年12月24日   公募開始 

        令和８年２月20日   公募締切 

               ２月下旬～３月中旬 一次審査（書面） 

               ３月下旬～４月下旬 二次審査（ヒアリング） 

               ５月上旬   採択課題決定 

               交付決定通知後  研究開発の実施 

※スケジュールについては今後変更することがあります。 

 

（３）応募の手順 

 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募 

本制度に研究開発課題を応募される方は、応募書類に必要事項を記入の上、府省研究開発

管理システム（e-Rad）による応募を行って下さい。申請に当たっては、事前に府省共通研究

開発管理システム（e-Rad）への研究機関及び研究者情報の登録が必要となります。 

詳しい応募・登録方法については、【府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募

について（74 ページ以降）】をご確認下さい。また、本制度においては交付申請者による応募

手続き後に所属研究機関による承認が必要となりますので、締切にはご注意ください。 

なお、応募内容ファイルのアップロードにつきましては 3MBを上限とします。また、公募期

間の最終日は通信環境が悪化する可能性が高いため、応募に向けたスケジュール管理には余

裕を持って頂きますようお願いいたします（通信環境の悪化等による締切時間の延長等の措

置は行いません。）。 

 

※注意事項 

 ア）提出書類は日本語で記載してください。 

 イ）応募された提案書類について、募集要領に従っていない場合や、不備がある場合、また、

提案書の記述内容に虚偽があった場合は、提案を原則無効とします。 

 ウ）提案書類をはじめ、提出された応募関係書類はお返ししませんので、その旨予めご了承く

ださい。 

 エ）採択された研究開発については、その研究開発計画の概要を公表することがあります。 

 オ）補助金の交付を受けた者は、当該研究開発で知り得た共同研究者の技術情報が漏洩しない

よう、守秘義務を徹底してください。 

（４）その他  
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・本制度で採択する研究課題については、国土交通省大臣官房技術調査課長をプロジェクトマ

ネージャー（ＰＭ）とし、各種支援を行います。 

・一人の研究者が同一と認められる研究内容で、政策課題解決型技術開発公募に重複応募する

ことはできません。（「２．４ 重複応募の取り扱い」をご確認ください。） 

 

（５）問い合わせ先 

本制度に関する問合せ先は次の通りです。 

 

〒１００－８９１８  東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省 大臣官房 技術調査課 建設技術研究開発助成制度 事務局 

電話番号：０３－５２５３－８１２５ 

メール ：hqt-kensetsujosei@ki.mlit.go.jp 

 

ホームページ：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000121.html 

e-Radホームページ：https://www.e-rad.go.jp/  
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２．公募の概要  

２．１ 公募テーマ（一般／中小ＳＵ企業タイプ共通） 

 

■国土交通省所管の建設分野において、i-Construction2.0 の推進、維持管理の

高度化・効率化、防災・減災、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミ

ーの実現等に資する技術開発であり、具体的には以下に該当するもの 

 

・工程短縮、省人化、コスト削減、安全性向上、労働環境向上（避暑・避

寒、苦渋作業軽減等）に資する、新しい工法・装置・仕組みの導入や自動

化等に関する技術開発 

・環境負荷低減（省 CO2 等）に資する、材料の開発・高機能化等に関する技

術開発 

・構造物の品質確保・品質向上、長寿命化に資する、材料、工法、検査方法

等に関する技術開発   等 

 

（上記を実現するために特に期待する技術開発） 

AI（フィジカル AI など）、ロボティクス、ドローン、自動・遠隔化、衛星活用、 

センシング、データ処理、材料 

 

※鉄道、港湾、空港等運輸政策分野の技術開発に関する提案及び上記公募テーマに

該当しない建設分野の技術開発に関する提案は公募の対象外であり、採択しませ

ん。 

※技術開発の成果は、所要の機能と安全性が確保されていることを前提とする。 

 

２．２ 公募に当たっての条件 

１．提案した研究開発分野について、実証実験を行う能力を有する法人が含まれていること。 

２．テーマに沿った内容を提案し、当該研究開発に携わる法人及び研究者が当該研究開発の成

果をテーマの目的に沿って、広く普及させる意志を有すること。 

３．応募課題が採択された後（中小ＳＵ企業タイプにおいては、F／S段階が終了し、R＆D段

階の採択がされた場合。）、提案した研究開発を着実に推進し、目標達成に向けて確実な進

捗管理を図るため、産学官の分野から構成される委員会（以下、「産学官テーマ推進委員

会」という。）を設置し、次の項目を実施すること。 

・実証実験により、開発成果が有効に機能することの確認 

・当該研究開発成果の具体的な事業化計画の作成 

・採算性の検討（実用化を意識） 

・現状の制度上のネックの有無の確認 

・実証のためのフィールド確保に関する調整 

委員会の構成、開催状況等については国土交通省より適宜確認を行います。 
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２．３ 交付申請者、研究代表者及び共同研究者の資格 

補助金の交付を受けることができる者は、以下のいずれかに該当する者とします。また、研究

開発の実施に当たり、以下に該当しない者の協力を受けることを妨げません。 

なお、交付申請者とは、研究開発課題の応募・提案を行うとともに、提案課題が採択された

場合には、提案全体に関して責任を負う者です。 

研究代表者とは、個人での応募の場合は交付申請者と同義であり、提案全体に関して責任を

負う者です。交付申請者が民間企業等の場合には、その企業等に所属し、研究を中心的に進め

る研究者を意味します。 

共同研究者とは、補助金が交付されるその他の研究者を意味し、研究開発の遂行に関して研究

代表者と協力しつつ責任を分担して研究開発を行う者です。 

 

（１） 政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ） 

ア) 交付申請者 ※1 

①学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学又は同附属試験研究機関やその他

公的研究開発機関に所属する研究者（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２

条に規定する一般職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法（昭和２４年法律

第１号）の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。） 

②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに一般社団法人、一般財団法人、公

益社団法人及び公益財団法人、又は当該法人に所属する研究者。 

③日本に登記されている民間企業等※2または当該法人に所属する研究者。 

 

※1 上記に該当する研究者２人以上が同一の研究開発を共同で行う場合は、当該研究開発

の代表者が交付申請者となる。 

 

※2  日本に登記されている民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とする。 

一 民法、商法その他法律により設立された法人であること。 

  （定款及び財務諸表を添付すること） 

  二 提案した研究開発分野について実施する能力を有する機関であること。 

    また、日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。 

    （提案した研究開発分野に関する研究について、自ら実施できる能力を有する機

関であることを証明する資料を記載・添付等すること。（例）研究開発施設や

事務所の所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報告書

等） 

 三 研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。 

イ) 研究代表者 

・研究開発課題の応募・提案を行うとともに、提案課題が採択された場合には、提案全体

に関して責任を負う者である。 

・研究者個人が応募する場合は、交付申請者が研究代表者となる。民間企業等の法人が応

募する場合には、交付申請者である当該法人に所属し、研究を中心的に進める研究者で

あること。 

ウ) 共同研究者 
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・補助金が交付されるその他の研究者であり、研究開発の遂行に関して研究代表者と協力

しつつ責任を分担して研究を行う者である。 

 

（２）政策課題解決型技術開発公募（中小ＳＵ企業タイプ） 

ア) 交付申請者 

  科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（以下「活性化法」という。）第２

条第 14項の要件を満たす法人 

  なお、上記要件に加え、令和８年４月１日時点において設立から 15 年以内の法人はスタ

ートアップ企業として取り扱い、審査に当たって考慮し、優先的に採択することがあります。 

 

イ) 研究代表者 

 ・研究開発課題の応募・提案を行うとともに、提案課題が採択された場合には、提案全体に

関して責任を負う者である。 

 ・交付申請者である中小企業又はスタートアップ企業に所属し、研究を中心的に進める研究

者であること。 

 

ウ) 共同研究者 

・補助金が交付されるその他の研究者であり、研究開発の遂行に関して研究代表者と協力し

つつ責任を分担して研究を行う者である。 

・（１）ア）の①～③のいずれかに該当する者。 

 

２．４ 重複応募の取り扱い 

一人の研究者が同一と認められる研究内容で、政策課題解決型技術開発公募に重複して応募す

ることはできません。 

なお、研究内容が異なる場合は複数の課題を応募することができますが、多数の研究計画に参

画することにより、補助金の交付を受けた者（以下「被交付者」という）としての責任が果たせ

なくならないよう十分考慮の上応募してください。また、当該研究に対するエフォートを提出し

て頂き、審査の対象とさせて頂きます。 

 

２．５ 連続応募の取り扱い 

 過去に本制度において採択された課題に関連する研究内容の応募については、以下の通り、取

り扱うこととします。 

・過去に採択された課題と比較して新規性が認められる場合は、応募することができます。 

・F/S 実施後、２年目の R&D へ移行する継続審査において不採択となった課題については、次年

度以降に継続課題（応募タイプは当初に同じタイプ、または一般タイプ）として応募すること

ができます。 
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３．補助金の範囲について  

 研究開発計画の遂行に必要な経費及び研究開発成果のとりまとめに必要な経費として以下の

経費を計上できます。なお、以下の直接経費と間接経費の合計が補助金の申請額となります。 

 応募に当たっては、研究開発期間における所要経費の概算を提出していただきますが、交付

額は、提案書に記載された金額及びプロジェクトの研究開発計画等を総合的に考慮して決定し

ますので、必ずしも当初の申請額とは一致しません。 

 なお、日本国の法令等を遵守するのはもちろんのこと、本制度の補助金の財源は国の予算で

あるため、補助金の支出に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」、「建設技術開発費補助金交付要綱」

及び「建設技術開発費補助金取扱細則」に基づいた適切な経理を行わなければなりません。 

 

３．１ 直接経費 

（１）物品費 

 ①設備備品費 

業務・事業の実施に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造又はその据付等に要す

る経費。装置等の改造（主として機能を高め、又は耐久性を増すための資本的支出）及び

ソフトウェア（機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、一体として機能するもの）を含

む。 

なお、設備備品の定義・購入手続きは研究機関（民間企業等を含む。）の規程等によるも

のとする。 

 ②消耗品費 

 業務・事業の実施に直接要した以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。 

なお、消耗品の定義・購入手続きは研究機関（民間企業等を含む）の規程等によるもの

とする。 

   ・ソフトウェア ※バージョンアップを含む 

   ・図書、書籍 ※年間購読料を含む 

   ・パソコン周辺機器、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等 

   ・試薬、試薬キット、実験器具類、試作品                等 

 

（２）人件費・謝金 

 ①人件費 

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究等を担当する研究者の経費 

・研究採択者（研究代表者及び共同研究者）本人※の人件費（有給休暇等を含む。）及び

法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 

・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む。）及び法定福利

費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 

・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 

・他機関からの出向研究員の経費 等 
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※ 研究採択者本人の人件費については、「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）

の人件費の支出について」（令和 2年 10月 9日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申

し合わせ））に基づき、事前に本制度の利用に当たり体制の整備状況や策定した活用方針

を、財源の活用後には活用実績を報告すること。 

 

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者（研究補助者等）

の経費 

 ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント 

・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 

・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書           等 

 

ただし、研究補助者等の研究代表者、共同研究者以外の人件費については、本事業に直

接従事する時間数により算出した金額のみが支払いの対象となります。この場合、作業

日誌等により十分な勤務管理を行う必要があります。 

また、支払う経費のうち、労働の対償として労働時間に応じて支払う経費以外の経費

（月極の給与、退職金、ボーナスその他の各種手当）については、支払いの対象となり

ません。（労働者派遣事業者との契約により研究者等を受け入れるために必要な経費につ

いては申請できます。） 

 

なお、人件費の算定にあたっては、研究機関（民間企業等を含む。）の給与規程等によるも

のとする。 

 

 ②謝金 

  業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費 

   ・産学官テーマ推進委員会の外部委員に対する委員会出席謝金 

   ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆、査読、

校正（外国語等）等） 

   ・データ・資料整理等の役務の提供への謝金、学生等への労務による作業代 

   ・通訳や翻訳への謝金（個人に対する委嘱）、被験者の謝金    等 

   なお、謝金の算定にあたっては、研究機関（民間企業等を含む。）の謝金支給規程等による

ものとする。 

 

（３）旅費 

旅費に関わる以下の経費。 

・業務・事業を実施するにあたり研究者及び研究補助者等（学部学生・大学院生を含む。）

の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 

 ただし、学会への参加については、補助事業期間内において補助金の対象となった研
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究開発の成果発表を行う場合に限ります。 

  また、８．（２）、（３）の研究開発成果の発表会及び終了時評価を行う委員会に参加す

る場合は、補助事業期間外のため、対象とはなりません。 

・上記以外で、業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識・情

報・意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊

費、日当、旅行雑費） 

・外国・国内からの研究者等（大学院生を含む。）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、

滞在費、旅行雑費） 

・研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移

転費、旅行雑費） 

・旅費のキャンセル料※、旅行雑費（空港使用料、旅券の交付手数料、査証手数料、予防

注射料、出入国税の実費額、燃油サーチャージ、航空保険料、航空券取扱手数料等） 

※やむを得ない事情によるものと認められる場合に限ります。 

 

なお、旅費の算定にあたっては、研究機関（民間企業等を含む。）の旅費規程によるもの

とする。 

 

（４）その他 

①外注費 

外注に関わる以下の経費 

・業務・事業に直接必要なデータの分析、プログラムの作成、装置のメンテナンス等の

外注にかかる経費・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入し

た備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の

回復等を行うことを含む。）等の業務請負、設計（仕様を指示して設計されるもの）、

試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負・通訳、翻訳、校正（校閲）、アン

ケート、調査等の業務請負（業者請負）等 

 

ただし、研究開発の主たる部分（研究開発における総合的企画、研究開発の遂行管理、

研究開発手法の決定及び技術的判断等）については外注を認めない。 

なお、被交付者が民間企業に所属する研究者の場合には、社内発注ができます。この場

合の支払額は、人件費においては実働に応じたものとし、消耗品費等は実費に限ります。 

 

②その他 

業務・事業に関わる経費（府省共通経費取扱区分表参照） 

・業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費。 

・業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費。 

・業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料。 

・業務・事業の実施に使用する機器装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経
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費。 

・研究代表者が所属研究機関において担っている業務のうち、研究以外の業務の代行に

係る経費（バイアウト経費）※ 

・その他各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費。 

 

※ バイアウト経費の執行に当たっては、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務

の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイアウト制度の導入）について」（令和 2

年 10 月 9 日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づき、適切なエフ

ォート管理を行うほか、研究の遂行に支障を来さない体制を構築すること。 

 

次代を担う理工系分野の人材育成の促進に係る経費 

・理数系の博士号取得者等によるオンラインでの小・中・高等学校における理科、物

理・化学の授業や出前講座に係る経費。 

・研究成果を中高生等が理解しやすいコンテンツとして SNS等で配信するための経費。 

 

※直接経費の執行にあたっては、収入および支出の内容を記載した帳簿（収支簿）を備え、そ

の収入及び支出に関する証拠書類（領収書等）を保管すること。 

 

３．２ 間接経費 

  管理部門の経費並びに複数の研究者が共通的に使用する研究部門に係る経費等、研究開発

の実施を支えるための経費として、直接経費の３０％の間接経費を計上して下さい。なお、

間接経費は千円単位を切り捨て、万円単位で計上すること。 

 

ただし、２．３（１）における「②研究を主な事業目的としている、特例民法法人並びに

一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人」または「③日本に登記され

ている民間企業等」の執行する間接経費については、その法人に所属する研究者が必要とす

る直接経費の３０％を上限として計上するとともに、計上する間接経費の使途に関する規程

類、または直近年度の決算報告書等を提出して頂きます。なお、間接経費は千円単位を切り

捨て、万円単位で計上すること。 

 

※間接経費の執行にあたっては、被配分機関の長の責任下で、使途の透明性を確保し支出に

関する証拠書類（領収書等）を保管（電子保管可）する等、適切な執行・管理を行うこと。 

※なお、上記のほか、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」（令和５年５月３１

日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づくものとします。 

 

３．３ 申請できない経費 

  本補助金は、当該研究開発計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設

備等の基盤的研究環境が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人等を対象とし
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ているので、研究開発計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請すること

はできませんので留意してください。 

（１）建物等施設の建設、不動産取得に関する経費 

ただし、本補助金で購入した設備・備品を導入することにより必要となる軽微な据

付費等については、申請できます。 

（２）研究補助者等に支払う経費のうち、労働の対償として労働時間に応じて支払う経費以

外の経費（雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナスその他の各種手当） 

ただし、労働者派遣事業者との契約により研究者等を受け入れるために必要な経費

については申請できます。 

（３）研究開発中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（４）その他、当該研究開発の実施に関連性のない経費 

 

４．審査方法等  

４．１ 審査方法 

採択候補課題の審査は、国土交通省に設置する専門家からなる建設技術研究開発評価委員会

（以下「委員会」という。）において行われる予定です。なお、委員会の議事録については非公

表とし、審査の経過に関する問合せには応じませんので予めご了承ください。 

 

４．２ 審査手順 

応募された全ての課題に対して提案書の内容について審査を行い、採択課題を決定します。

なお、ヒアリングを実施する場合もございます。 

 

【ヒアリングを行う場合の出席者について】 

発表・質疑応答は、原則として研究代表者とします。 

 

４．３ 審査基準 

 以下の視点から総合的に審査します。 

○一般タイプ 

（１）新規性・必要性 

建設分野での活用において新規性の高い技術に関する研究開発要素が認められるか、また当

該技術の優位性、必要性などについて審査します。 

（２）実現可能性・効率性 

提案された技術研究開発の目標の達成及び実用化が技術的に可能であるか、建設分野で求め

られるユースケース・精度などを考慮した技術開発計画となっているか、産学連携等による効

率的な開発や検証等が可能な実施体制を整えているかなどについて審査します。 

（３）導入効果（有効性）・事業化計画 

提案された技術研究開発が実用化となった場合に想定される生産性向上に係る導入効果（作

業期間短縮、省力化、安全性の確保等）が期待できるか、また、当該研究開発成果の事業化計
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画（現場への採用予定や販売計画等）が具体的かなどについて審査します。 

 

○中小ＳＵ企業タイプ 

（１）F／S に係る実施計画の妥当性 

設定された技術開発課題を解決・克服するための技術的方法に関し、提案する解決手法の根

拠となる理論、データ等が示されており、Ｆ／Ｓに係る実施計画の内容が技術開発課題に対応

した妥当なものとなっているかについて審査。  

（２）新規性・必要性 

建設分野での活用において新規性の高い技術に関する研究開発要素が認められるか、また当

該技術の優位性、必要性などについて審査します。 

（３）技術開発への展開可能性 

Ｆ／Ｓ終了後の技術開発に係る計画を有し、実際に技術開発へ展開できる見込みについて審

査。  

（４）実現可能性・効率性 

提案された技術研究開発の目標の達成及び実用化が技術的に可能であるか、建設分野で求め

られるユースケース・精度などを考慮した技術開発計画となっているか、産学連携等による効

率的な開発や検証等が可能な実施体制を整えているかなどについて審査します。 

（５）導入効果（有効性）・事業化計画 

提案された技術研究開発が実用化となった場合に想定される生産性向上に係る導入効果（作

業期間短縮、省力化、安全性の確保等）が期待できるか、また、当該研究開発成果の事業化計

画（現場への採用予定や販売計画等）が具体的かなどについて審査します。 

 

※ 審査の結果、同等の審査結果が複数生じた場合、以下の項目を総合的に評価して優先して採

択することがあります。 

・スタートアップ企業 

・地域再生計画に位置付けられた研究開発課題 

・若手研究者（令和８年４月１日時点で４０歳未満）を含む研究構成 

・「えるぼし」・「くるみん」認定取得した企業等 

 

４．４ 不合理な重複・過度の集中の排除 

 競争的研究費等の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措置を講じます。 

（１）不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関す

る情報を、他府省を含む他の競争的研究費の担当課（独立行政法人である配分機関を含む。）

に情報提供する場合があります。また、不合理な重複及び過度の集中があった場合には採択

しないことがあります。 

（２）応募書類や共通システムに記載されている他府省を含む他の競争的研究費等の応募・受入
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状況について事実と異なる記載があった場合は、研究開発課題の不採択、採択取消し又は減

額配分をすることがあります。 

（３）（２）の研究費に関する情報のうち秘密保持契約等が交わされている共同研究等に関する

情報の扱いについては、産学連携等の活動が委縮しないよう、守秘義務を負っている者のみ

で扱われることを改めて徹底すること。 

（４）（３）については、以下の点に留意する。 

ａ）応募された研究課題が研究費の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題の遂行に

係るエフォートを適切に確保できるかどうかを確認するために必要な情報のみの提出を求

める。 

ｂ）ただし、当面の間、既に締結済の秘密保持契約等の内容に基づき提出が困難な場合など、

やむを得ない事情により提出が難しい場合は、相手機関名と受入れ研究費金額は記入せず

に提出させることができる。この場合においても必要に応じて所属機関に照会を行うこと

がある。 

ｃ）今後秘密保持契約等を締結する際、競争的研究費の応募時に、必要な情報に限り提出す

ることがあることを前提とした内容とするよう働きかけることがある。 

ｄ）本指針に基づき、所属機関に加えて、配分機関や関係府省間で情報が共有されることが

あり得るが、その際も守秘義務を負っている者のみで共有が行われる。 

（５）（２）の研究費や所属機関・役職に関する情報に加えて、寄附金等や資金以外の施設・設

備等の支援を含む、自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報に

ついて、関係規程等に基づき所属機関に適切に報告している旨の誓約を求める。また、誓約

に反し適切な報告が行われていないことが判明した場合は、研究課題の不採択、採択取消し

又は減額配分とすることがある。 

（６）（５）のうち当該応募課題に使用しないが、別に従事する研究で使用している施設・設備

等の受入状況に関する情報については、不合理な重複や過度な集中にならず、研究課題が十

分に遂行できるかを確認する観点から、研究費と同様に、提出を求めていく。ただし、 大

学・研究機関等における現状を踏まえつつ、提出を求める情報の範囲の明確化等が必要なこ

とから、当面の間は、（５）の誓約に加えて、 所属機関に対して、当該情報の把握・管理の

状況について提出を求めることがある。 

（７）所属機関において「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究イン

テグリティの確保に係る対応方針について」（令和３年４月２７日 統合イノベーション戦

略推進会議決定）を踏まえ、利益相反・責務相反に関する規定の整備が重要です。所属機関

としての規定の整備状況を確認するなど必要に応じて所属機関に照会することがあります。 

※なお、４．４については、上記のほか、「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和３

年１２月１７日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づくものとし

ます。（参考資料を参照） 

 

５．個人情報等の取扱い等  

（１）提案書は、提案者等研究者の利益保護の観点から、原則として審査以外の目的に使用しま
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せんが、研究開発課題によっては、他の競争的研究資金制度との重複の排除の調査等のため、

提案に関連する情報について関係機関に対して情報提供を行うことがあります。 

（２）審査結果については、交付申請者に通知します。また、採択課題については、採択課題名、

交付申請者名及び交付予定額等を国土交通省のホームページ等で公表します。 

（３）内閣府において各省庁等の競争的研究費の政府全体の動向を把握するためのマクロ分析を

実施しており、本制度における採択課題についてもマクロ分析に必要な研究者情報等を内閣

府に提供することになります。 
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６．研究費の不正使用・不正受給ならびに研究上の不正について  

６．１ 不正使用及び不正受給への対応 

競争的研究費の不正使用及び不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者や、不正使用

又は不正受給に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を

行うべき義務（以下、「善管注意義務」という）に違反した研究者に対し、以下の措置を講じま

す。 

（１）不正使用（故意若しくは重大な過失による競争的研究費の他の用途への使用又は競争的研

究費の交付の決定の内容やこれに附した条件に違反した使用をいう）を行った研究者及びそ

れに共謀した研究者に対し、当該競争的研究費への応募資格を制限することのほか、他府省

を含む他の競争的研究費の担当課に当該不正使用の概要（不正使用をした研究者名、制度名、

所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供す

ることにより、他府省を含む他の競争的研究費の担当課は、所管する競争的研究費への応募

を制限する場合があります。 

この不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、不

正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降１から１０年間とします。 

（２）偽りその他不正な手段により競争的研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究

者に対し、当該競争的研究費への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競争

的研究費の担当課に当該不正受給の概要（不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、研

究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）を提供することによ

り、他府省を含む他の競争的研究費の担当課は、所管する競争的研究費への応募を制限する

場合があります。 

この不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、原

則、補助金等を返還した年度の翌年度以降５年間とします。 

（３）善管注意義務に違反した研究者に対し、当該競争的資金への応募資格を制限することのほ

か、他府省を含む他の競争的研究費の担当課に当該義務違反の概要（義務違反をした研究者

名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、違反の内容、講じられた措置の内容

等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的研究費の担当課は、所管する競争的研

究費への応募を制限する場合があります。 

   この善管注意義務に違反した研究者に対する応募の制限の期間は、原則、補助金等を返還

した年度の翌年度以降１又は２年間とします。 

（４）被交付者の所属機関は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」（平成２７年６月２日改正）に基づき、補助金を適正に管理する体制を整備する必要

があります。また、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、年に１回程度、

既定の様式による報告を提出してもらいます。（応募様式の「研究活動における不正行為へ

の対応状況確認（府省共通様式）」を参照） 
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６．２ 研究上の不正行為への対応 

競争的研究費による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為（捏造、改ざん、盗

用）があったと認定された場合、以下の措置を講じます。 

（１）当該競争的研究費について、不正行為の悪質性等を考慮しつつ、全部又は一部の返還

を求めることがあります。 

（２）不正行為に関与した者については、当該競争的研究費への応募資格を制限することの

ほか、他府省を含む他の競争的研究費の担当課に当該研究不正の概要（研究機関等にお

ける調査結果の概要、不正行為に関与した者の氏名、所属機関、研究課題、予算額、研

究年度、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他の競争的研究費への応募

についても制限する場合があります。 

 これらの応募の制限の期間は、不正行為の程度等により、原則、不正があったと認定

された年度の翌年度以降２から 10 年間とします。 

（３）不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者

としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があるとされた者については、上

記(2)と同様とします。 

この応募の制限の期間は、責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定され

た年度の翌年度以降１から３年間とします。 

（４）被交付者の所属機関は「研究活動における不正行為への対応指針」（平成２７年６月２日

改正）に基づき、研究活動に係る倫理規定や行動規範等の策定及びそれらの普及・啓発等、

不正行為の発生防止のための措置に努めなければなりません。また、指針に基づく体制整備

等を確認するため、年に１回程度、既定の様式による報告を提出してもらいます。（応募様

式の「研究活動における不正行為への対応状況確認（府省共通様式）」を参照） 

 

※なお、６．１、６．２については、上記のほか、「競争的研究費の適正な執行に関する指針」

（令和３年１２月１７日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づく

ものとします。 

 

 

７．被交付者の責務  

 本補助金の交付決定を受けた場合、被交付者は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）研究開発の推進及び管理 

研究開発推進上のマネジメント、研究開発成果の発表等、研究開発の推進全般について責

任を持っていただきます。特に、交付申請書の作成や定期的な報告書等の提出等については、

被交付者の責任の下一括して行うようにしていただきます。 

交付申請者が個人の場合には、補助金に係る経理事務については、原則として、所属機関

の事務局に経理事務（口座の管理、会計帳簿への記帳・管理保管、機器設備等財産の取得及

び管理など）を委任してください。 

交付申請者が民間企業等の場合においても同様に、補助金に係る経理事務については、原
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則として、所属機関の事務局が経理事務（口座の管理、会計帳簿への記帳・管理保管、機器

設備等財産の取得及び管理など）を行います。 

ただし、助成金の管理責任については、被交付者が負いますのでご注意ください。また、

各共同研究者への補助金については交付申請者より配分を行います。 

（２）知的財産権の帰属等 

研究開発により生じた特許権等の知的財産権は、被交付者に帰属します。なお、国土交通

省は特許等の出願・登録状況を自由に公開できるものとします。 

なお、被交付者が研究開発の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受け

る権利の全部若しくは一部を譲渡しようとするときには、譲渡を受ける者から相当の対価の

支払いを受けること、並びに、専用実施権及び独占的な通常実施権を設定した場合は国の直

轄工事、直轄調査の入札及び当該特許等を用いて製造される製品に係る国の物品調達の入札

に参加できないことを契約等において定めた上で行うとともに、国土交通大臣（以下「大臣」

という。）へ報告して頂きます。 

（３）実用化（収益）状況の報告 

研究開発期間中及び研究開発終了後の５年間、各年度における研究開発の成果の実用化

（収益）状況を報告していただきます。 

（４）研究開発成果の収益納付 

研究開発終了後の５年間において、研究開発の成果の実用化又は知的財産権の譲渡又は実

施権設定及びその他当該研究開発の成果の他への供与により相当の収益を得たと認められた

場合、交付した補助金の額を限度として、その収益の一部を国に納付していただくことがあ

ります。 

（５）取得財産の管理 

研究開発により取得した財産の所有権は被交付者に帰属します。ただし、被交付者は、当

該研究開発により取得した財産又は効用の増加した財産については、研究開発の終了後も善

良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければ

なりません。 

被交付者は、取得財産等のうち、耐用年数１年以上かつ取得価格が単価１０万円以上のもの

は、各機関のルールに則り備品として適切に管理しなければなりません。 

また、被交付者は、取得財産のうち、耐用年数１年以上かつ取得価格または効用の増加し

た価格が５０万以上のものについては、国土交通大臣の承認を受けないで補助金の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。ただし、大臣の

承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合には、交付した補助金の額を限

度として、その収入の全部又は一部を国に納付させることを条件とします。 

なお、被交付者は、耐用年数１年以上かつ取得価格又は効用の増加した価格が単価５０万

円以上の研究機器について、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に（当該年度を

超えない範囲で）他の研究開発に使用するために転用または貸付を行う場合は、下記①②の

条件を付したうえ、「建設技術研究費補助金交付要綱」に定める別紙様式による報告書の提出

をもって大臣の承認があったものとして取り扱うこととします。この場合、国庫納付に関す
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る条件を付さずに承諾するものとしますが、提出された報告書において、関係法令の規定に

反するものや記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合はこの限りではありま

せん。 

①使用予定者との間で一時使用に関する管理協定を締結し、破損した場合の修繕費や光熱

水料等使用に関する経費負担を明らかにしておくこと。 

②貸し付けを行う場合は原則無償貸付とする。ただし、貸付額は実費相当額を求めても差

し支えないものとする。 

（６）知的財産権を活用した入札参加について 

本制度による当該研究開発の成果である特許権等について専用実施権又は独占的通常実施権

を設定した場合は、当該特許権等の使用が想定される国の直轄工事若しくは直轄調査の入札又

は当該特許権等を用いて製造される製品に係る国の物品調達の入札に参加しないことを条件と

する。また、この場合、実施権設定の際に専用実施権者又は独占的通常実施権者に対しても、

上記の入札に参加させないことを契約等において定めることを条件とする。 

（７）男女共同参画及び人材育成に関する取組の促進について 

 「科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月 26 日閣議決定）や「男女共同参画基

本計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）、「Society5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関す

る政策パッケージ」（令和４年６月２日総合科学技術・イノベーション会議決定）において、

出産・育児・介護等のライフイベントが生じても男女双方の研究活動を継続しやすい研究環境

の整備や、優秀な女性研究者のプロジェクト責任者への登用の促進等を図ることとしています。

さらに、保護者や教員等も含め、女子中高生に理工系の魅力を伝える取組を通し、理工系を中

心とした修士・博士課程に進学する女性の割合を増加させることで、自然科学系の博士後期課

程への女性の進学率が低い状況を打破し、我が国における潜在的な知の担い手を増やしていく

こととしています。また、性差が考慮されるべき研究や開発プロセスで性差が考慮されないと、

社会実装の段階で不適切な影響を及ぼすおそれもあるため、体格や身体の構造と機能の違いな

ど、性差を適切に考慮した研究・技術開発を実施していくことが求められています。 

これらを踏まえ、本制度においても女性研究者の活躍促進や将来、科学技術を担う人材の裾

野の拡大に向けた取組等に配慮していくこととする。 

（８）男女の研究者が共に働き続けやすい研究環境の整備の推進について 

研究期間中にライフイベント等の発生が予想される優秀な研究者が、安心して研究代表者及

び共同研究者を務められるよう研究組織は配慮することとする。 

研究期間中に３ヶ月以上研究者が離脱することで研究中断・中断後の研究再開、中断中の代

行者や研究支援者の登用等による研究の継続等の配慮を行う場合、「建設技術研究費補助金交

付要綱」及び「建設技術研究開発費補助金取扱細則」を参照してください。 

（９）個別研究開発課題評価について 

 本制度は「国土交通省研究開発評価指針」（平成３０年３月最終改訂）に基づき、各研究開

発課題に対して個別課題評価書を作成し、国土交通省ホームページにおいて公表する必要があ

ります。 

 ついては、必要に応じて個別課題評価書の作成に協力して頂きます。 
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（１０）技術流出防止措置について 

 人工知能・機械学習技術、ロボット工学等の「特定重要技術の研究開発の促進及びその成

果の適切な活用に関する基本指針」（令和４年９月 30 日閣議決定）第１章第３節（２）にお 

いて示されている技術領域に関する研究課題であって、令和７年度以降に新規に開始する課

題については、以下のとおりコア重要技術等に対して技術流出防止措置を講じてください。 

年度あたりの交付額が 10 億円以上となる場合、コア重要技術等を特定するとともに、その

流出を防止するために必要な措置を講じ、これらの具体的な内容を所定の様式に記載してく

ださい。 

年度あたりの交付額が 10 億円未満の場合においては、所属機関と相談してください。コア

重要技術等の性質等に応じた流出防止措置を行うことが適切である場合は、応募様式にある

提出書類チェックシートにチェックし、該当するコア重要技術等及びその流出を防止するた

めに必要な措置の具体的な内容を所定の様式に記載してください。 

 

※なお、「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」

（令和４年９月 30 日閣議決定）第１章第３節（２）において示されている技術領域はいか

の以下の通りです。 

バイオ技術、医療・公衆衛生技術（ゲノム学含む）、人工知能・機械学習技術、先端コンピ

ューティング技術、マイクロプロセッサ・半導体技術、データ科学・分析・蓄積・運用技

術、先端エンジニアリング・製造技術、ロボット工学、量子情報科学、先端監視・測位・

センサー技術、脳コンピュータ・インターフェース技術、先端エネルギー・蓄エネルギー

技術、高度情報通信・ネットワーク技術、サイバーセキュリティ技術、宇宙関連技術、海

洋関連技術、輸送技術、極超音速、化学・生物・放射性物質及び核（CBRN）、 先端材料科

学等 

 

※なお、コア重要技術及びコア重要技術等は以下の示す技術です。 

コア重要技術：研究課題の成果及びその活用の際に必要となる技術の設計・生産・利用 

の各段階において有用かつ中核的な技術（ソフトウェアを含む。） 

コア重要技術等：コア重要技術及びコア重要技術の実現に直接寄与する技術 （注）コア重 

要技術、コア重要技術等いずれも公然と知られていないものに限る。 

 

コア重要技術等についての補足説明は以下の通りです。 

 

「当該研究開発の成果」： 

国による資金を用いて実施した研究開発プログラムによって研究開発される技術（技術流出

した際に、我が国の技術優位性の強化又は創出に影響があるもの）。 

「研究開発成果の活用の際に必要となる技術」： 

研究開発の成果を用いた製品・サービス化等の際に必要となる研究開発成果以外の技術。例

えば、製品化の際に必要な製造設備やソフトウェア等。  

「設計の段階において有用かつ中核的な技術」： 

設計の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する重要な技術。 

「生産の段階において有用かつ中核的な技術」： 

生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する重要な技術。  
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「利用の段階において有用かつ中核的な技術」： 

利用の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する重要な技術。 

「コア重要技術の実現に直接寄与する技術」： 

その技術を知ることでコア重要技術が漏洩する可能性がある技術。例えば、コア重要技術

の開発手順や設計・生産に必須となる製造装置などのパラメータ設定、サンプルの試験方

法や計測法、原材料の配合などのノウハウが該当。 

【コア重要技術等の具体的なイメージ例】 

・〇〇素材の生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する温度・湿度条件 

・〇〇プログラムを設計する段階において必ず使用され、かつ性能を決定するデータ など 

 

※なお、技術流出防止措置の一例は以下の通りです。 

（ア）コア重要技術等へのアクセス管理 

コア重要技術及び公然と知られておらず、かつ、コア重要技術の実現に直接寄与する技術

（以下「コア重要技術等」という。）にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、

及び適切な管理を行うために必要な体制や規程（社内ガイドライン等含む。）を整備するこ

と。 

（イ）コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理 

（ア）に規定する従業員に対し相応の待遇（賃金、役職等の向上）を確保する等の手段 

により、当該従業員の退職等を通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるととも

に、当該従業員が退職する際にはコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）その他関係

する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該従業員の

同意を得るための取組を行うこと。 

（ウ）取引先（共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。）における管理 

国の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の全部又は一

部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳

細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、

（ア）及び（イ）に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビ

ューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。

なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 

号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）及び下請中小企業振興法（昭

和 45 年法律第 145 号）の諸規定に十分配慮すること。 

（１１）その他 

  国の定めるところにより義務が課されることがあります。 
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８．研究開発成果の取り扱い  

（１）研究開発成果報告書の作成 

①研究開発成果報告書 

当該年度に行った研究開発によって得られた成果について研究開発成果報告書を作成し

提出していただきます。 

②総合研究開発成果報告書 

研究開発期間終了後（複数年の継続課題は、研究最終年度終了後）、当該研究開発期間に

行った研究開発によって得られた成果について、総合研究開発報告書（電子データ）を作

成し提出していただきます。 

※国土交通省は提出された研究開発成果報告書及び総合研究開発報告書を自由に公開できる

ものとします。 

（２）研究開発成果の発表 

得られた研究開発成果については、国内外の学会、マスコミ等に公表し、積極的に研究開

発成果の公開・普及に努めていただきます。また、研究開発期間終了の後の翌年度に、研究

開発成果の報告会を開催しますので、得られた研究開発成果について発表していただく場合

があります。研究開発成果の報告会の参加費用については、研究者側の負担となります。 

なお、新聞、図書、雑誌論文等による研究開発成果の発表に際しては、当該補助金の成果

であることを必ず明記し、公表した資料については提出していただきます。論文の謝辞に、

本制度により助成を受けた旨を記載する場合には、体系的番号を含めてください。本制度の

体系的番号は「JPJ000094」です。 

（論文中の謝辞の記載例） 

【和文】 

本研究は国土交通省の建設技術研究開発助成制度 JPJ000094 の助成を受けたものです。 

【英文】 

This work was supported by Construction Technology Research and Development Subsidy 

Program JPJ000094 

（３）研究開発の終了時評価 

研究開発期間終了の翌年度に委員会にて研究開発成果等の評価を行うとともに、補助金の

配分の妥当性などについて評価を行います。被交付者は委員会にかかる資料を作成して頂く

とともに、必要に応じて委員会におけるヒアリングに出席して頂きます。委員会の参加費用

については、研究者側の負担となります。 

（４）研究成果のフォローアップ 

  交付期間終了後、交付申請者に対して行う研究開発成果の応用化、実用化状況等の調査に

協力して頂きます。 

（５）データマネジメントプラン（DMP）及びメタデータについて 

  研究開発成果については、研究データの管理・利活用を図るため、データマネジメントプ

ラン（DMP）及びこれと連動したメタデータの付与を行うこと。作成された DMP 及びメタデー

タについては提出を求めることがあります。 
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なお、具体的な DMP 項目は「研究データ基盤整備と国際展開ワーキング・グループ報告書-

研究データ基盤整備と国際展開に関する戦略」（令和元年 10月研究データ基盤整備と国際展開

ワーキング・グループ）p.20, p.21、 

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/houkokusho.pdf 

  具体的なメタデータの項目は「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的

な考え方」（令和３年４月２７日改正 統合イノベーション戦略推進会議）p.11,p.12 を参照

とする。 

その他については、「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」

（令和３年４月２７日改正 統合イノベーション戦略推進会議）に基づくものとします。（参

考資料を参照） 

 

９．若手研究者の自発的な研究活動等について  

本制度は、若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成を目的の一つとして

おり、研究代表者または共同研究者（以下、「研究代表者等」という。）が研究開発の実施のた

めに雇用する若手研究者について、当該補助金から人件費を支出しつつ、当該研究開発に従事

するエフォートの一部を、研究開発の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マ

ネジメント能力向上に資する活動に充当することが可能です。 

（１）対象者 

 原則として以下の全てを満たす者とします。 

①民間企業を除く研究機関において、当該研究開発の実施のために雇用される者（ただし、

研究代表者が自らの人件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く） 

②研究代表者等と同一の研究機関に所属する者 

③令和８年 4月 1日時点で 40歳未満の者 

④研究活動を行うことを職務に含む者 

（２）実施条件 

原則として以下の全ての条件を満たすこととします。 

①若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

②研究代表者等が、当該研究開発の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属

研究機関が認めること 

③研究代表者等が、当該研究開発の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究機関が

認めること（当該研究開発に従事するエフォートの 20％を上限とする） 

（３）従事できる業務内容 

上記（２）の全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得して実施する研

究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。） 

（４）申請方法 

若手研究者が自発的な研究活動を希望する際は、「自発的な研究活動等の承認申請手続」及び

「自発的な研究活動等の変更承認申請手続」のとおり手続きを行い、必要書類の写しを応募様

式に添付してください。なお、研究代表者は、若手研究者による自発的な研究活動等の実施が
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承認された場合、実施計画にその旨を記載してください。 

（５）活動報告 

所属研究機関において実施が承認された研究開発については、別添の「自発的な研究活動等

の活動報告手続」のとおり活動内容を報告し、必要書類の写しを提出してください。 

（６）活動の支援、承認取消 

研究代表者は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状況を把握

し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施されるよう助言

を行ってください。なお、当該研究活動等が（２）の実施条件に違反していることが確認され

た場合には、所属研究機関は、研究代表者等と相談の上、年度途中でも当該研究活動等の承認

を取り消すことができます。    

（７）活動の是正等 

若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況に疑義が生じた場合に、当該自発的な研究活動

等の状況報告を求めるとともに、（２）の実施条件に違反していることが確認された場合には、

研究機関等に対して、当該自発的な研究活動等の是正を求めることや当該研究者に支出した人

件費のうち、自発的な研究活動等に係る人件費の返還等、必要な措置を講ずる場合があります。 

 

 

１０．その他  

（１）補助金からの支出可能日について 

研究開発にかかる経費の支出が可能となるのは交付決定通知日以降となります。継続年度に

おいても同様に交付決定通知日までは本補助金からの経費の支出はできませんのでご注意下さ

い。（特に、採択決定通知は、交付決定通知とは異なりますのでご注意ください。） 

（２）研究開発の休止について 

  研究開発の実施中に予測不可能な事態が発生すること等により、研究の継続が困難な場合、

１年に限り休止の申請を行う事が出来ます。 

（３）繰越の申請について 

  正当な理由により期間内に本事業を終了できない場合、当該年度の補助金を繰越することが

出来ます。 

（４）府省共通経費取扱区分表について 

  「平成 23 年度科学・技術重要施策アクション・プラン」（平成 22 年 7 月 8 日 科学技術政

策担当大臣総合科学技術会議有識者議員）における競争的資金の使用ルール等の統一化及び簡

素化・合理化に従い、定められた府省共通経費取扱区分表について、本制度における取扱いを

次ページに示す。 
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大項目 中項目 中項目の具体的な支出の例示
中項目の設定・

取扱等
特記事項

設備備品費
業務・事業の実施に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造又はその据付等に要する経費。装置等の改
造（主として機能を高め、又は耐久性を増すための資本的支出）及びソフトウエア（機器・設備類に組み込まれ、又
は付属し、一体として機能するもの）を含む。

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

※１ 設備備品の定義・購入手続きは研究機関の規定等

によるものとする。

消耗品費

業務・事業の実施に直接要した以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。
　・ソフトウェア　※バージョンアップを含む
　・図書、書籍　※年間購読料を含む
　・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等
　・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類
　・試作品
　等

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

人件費

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費
　・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託
試験に係る退職手当等
　・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手
当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等
　・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用
　・他機関からの出向研究員の経費
　等
業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費
　・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント
　・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員
　・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書
　等
＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

※１ 国及び地方公共団体からの交付金等で職員

の人件費等を負担している法人（ 地方公共団体を

含む） の研究者については、職員の人件費等の支

払いは対象とはなりません。

※２ 研究補助者等の研究代表者、共同研究者以

外の人件費については、本事業に直接従事する時

間数により算出すること。この場合、作業日誌等

により十分な勤務管理を行うこと。

謝金

業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費
　・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金
　・講演会等の謝金
　・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正（外国語等）等）
　・データ・資料整理等の役務の提供への謝金
　・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）
　・学生等への労務による作業代
　・被験者の謝金
　等
＊謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等によるものとする。

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

旅費 旅費

旅費に関わる以下の経費
①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院生を含む）の外国・国内への出張又は移動にかかる
経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む。
②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国
内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）
③外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費）
④研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費）
　等
＊旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。
＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）を含む。
＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サー
チャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。

※① 学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅

行雑費については、補助金の対象となった研究開発の

成果発表を行う場合に限る。

外注費

外注に関わる以下の経費
業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費
　・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスに
よる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負
　・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負
　・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）
　等
＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

※１ 研究開発の主たる部分（研究開発における総合的

企画、研究開発の遂行管理、研究開発手法の決定及び

技術的判断等）については外注を認めない。

※２ 被交付者が民間企業に所属する研究者の場合、社

内発注ができます。この場合の支払額は人件費におい

ては実働に応じたもの、消耗品等は実費に限ります。

印刷製本費
業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費
　・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代
等

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

会議費

業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費
　・研究運営委員会等の委員会開催費
　・会場借料
　・国際会議の通訳料
　・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）
　等

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

通信運搬費

業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料
　・電話料、ファクシミリ料
　・インターネット使用料
　・宅配便代
　・郵便料
　等

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

光熱水料 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

その他
（諸経費）

上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費
　・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料
　・研究機関内の施設・設備使用料
　・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計上）
　・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）
　・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・
出版費、ホームページ作成費等）
　・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費
　・保険料（業務・事業に必要なもの）
　・振込手数料
　・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス使用料を含む）、データベース使用料、クラウド
利用料等）
　・特許関連経費
　・薬事相談費
　・薬品・廃材等処理代
　・書籍等のマイクロフィルム化・データ化
　・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く）
　・研究以外の業務の代行に係る経費（バイアウト経費）
　等

大項目として報告する

こととし、中項目の設定

はしない。

ー

消費税相当額
（委託費のみ）

「人件費のうち通勤手当を除いた額」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた
額」、「諸謝金」及び「保険料」の１０％に相当する額等、消費税に関して非（不）課税取引となる経費

設定しない。

直接経費に対して一定比率で手当され、競争的研究費による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
として、被配分機関が使用する経費。

委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費（間接経費相当分を含
む）

設定しない。

間接経費

再委託費・共同実施費

制度・事業名：建設技術研究開発助成制度

直
接
経
費

物品費

人件費
・謝金

その他

府省共通経費取扱区分表 
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新規応募様式（様式Ａ） 

 

・政策課題解決型技術開発公募 

（一般タイプ） 
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提出書類チェックシート（新規） 

・政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ） 

◆交付申請者氏名（所属機関） 

 

◆研究開発課題名 

 

 

◆確認項目 ※該当しない場合は記載不要 

＜技術流出防止措置について＞ 

□ 技術流出防止措置を講じる 

＜若手研究者の自発的な研究活動等の実施の確認について＞ 

□ 若手研究者の自発的な研究活動等の実施を希望する 

＜スタートアップ企業の要件について＞ 

□ 設立１５年以内 

＜地域再生計画に位置付けられた研究開発課題について＞ 

□ 地域再生計画に位置付けている 

＜「くるみん」・「えるぼし」認定取得している企業等について＞ 

□ 「くるみん」・「えるぼし」の認定取得 
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 共通提出書類 

□ 本チェックシート 

□ 研究活動における不正行為への対応状況確認（府省共通様式） 

□ 各年度別経費内訳 

□ 研究組織 

 

新規応募課題 提出書類一式（全て提出してください） 

□ フェースシート 

□ 提案の概要 

□ 個別研究開発項目の概要 

□ 各審査項目について 

□ 研究開発年次計画・経費の見込み 

□ 建設技術研究開発費補助金承諾書 

□ 建設技術研究開発費補助金承諾書（交付申請者の所属機関用） 

□ 建設技術研究開発費補助金承諾書（共同研究者の所属機関用） 

□ 本研究開発に使用することを予定している主な既存設備 

様式Ａ－１ 

様式Ａ－２ 

様式Ａ－３ 

様式Ａ－４ 

様式Ａ－５ 

様式 A－６ 

様式 A－７ 

様式 A－８ 

様式 A－９ 

 

民間企業等提出書類（共同研究者も含む）・・・募集要領２．３ 

□ 定款および財務諸表（最新年度） 

□ （公益法人、財団法人、NPO法人、協同組合の場合）定款および寄付行為 

□ 自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料 

（研究開発施設、事務所所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報

告書等） 

□ 間接経費の使途に関する規程類、または直近年度の決算報告書等 

 

該当する場合は提出 

＜技術流出防止措置について＞ 

□ 技術流出防止措置 

＜若手研究者の自発的な研究活動等の実施を希望する場合＞ 

□ 承認申請書 

□ 承認通知書の写し 

＜スタートアップ企業の要件を満たす場合＞ 

□ スタートアップ企業の要件を満たすことが確認できる資料 

＜研究開発課題を地域再生計画に位置付けている場合＞ 

□ 研究開発課題を地域再生計画に位置付けていることが確認でき

る資料 

＜「くるみん」・「えるぼし」認定取得している場合＞ 

□ 認定等が確認できる資料 

 

様式Ａ－１１ 
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【研究活動における不正行為への対応状況確認】 

 

 国土交通省の策定した「研究活動における不正行為への対応指針」（平成２７年６月２日改

正）の「第４章 ２．研究機関における規程・体制の整備及び公表」に記載した内容について、

以下の項目に記載してください。 

 

１．研究機関における規程・体制の整備及び公表に関する状況について 

  （□にチェックするとともに、規定等の名称を記載し、添付すること） 

 

 □研究活動における不正行為に対応するための責任者を明確にし、責任者の役割や責任の範囲

を定めている 

 □告発者を含む関係者の秘密保持の徹底や告発後の具体的な手続を明確にしている 

 □研究活動における不正行為について本調査の実施の決定その他の報告を当該事案に係る資金

配分機関に行うよう規定している 

□不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内容（項目等）を定めている 

 □規程・体制整備の状況について当該研究機関の内外に公表している 

  ※研究機関が民間企業であって、企業活動上、社内規程等を外部に公表することが困難な場合

は、公表されていなくても構わない（本応募様式への添付をもって公表に代えることができ

る） 

 

規程等の名称：                                    

 

２．□にチェックの入らないものがある場合にはその理由を記載すること 
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※青字は記載例、又は注意書きです。提出の際は全て削除して下さい。 

 

各年度別経費内訳（２年間の場合）           （単位：千円） 

 

 大項目 中項目 令和８年度 令和９年度 計 

直
接
経
費 

1.物品費 設備備品費 2,000 4,000 6,000 

消耗品費 2,000 2,000 4,000 

2.旅 費 旅 費 2,000 2,000 4,000 

3.人件費 

 ・謝金 

人件費 2,000 2,000 4,000 

謝金 2,000 2,000 4,000 

4.その他 

 

外注費 2,000 2,000 4,000 

その他 2,000 1,400 3,400 

間接経費 

（上記経費の 30％） 
4,200 4,600 8,800 

合 計 18,200 20,000 38,200 
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研究組織（研究代表者及び共同研究者） 

（共同研究者の人数に応じて適宜記入欄を追加してよい。） 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 計 2 名 研究経費合計 20,000   

 

 

 

 
氏名（年齢） 

研究者番号 

所属研究機関・部局 

職名 

メールアドレス 

電話番号 

令和８年度 

直接経費／ 

間接経費 

（千円） 

エフォート 

（％） 

経理担当者氏名 

所属 

メールアドレス 

電話番号 

研
究
代
表
者 

競金太郎（５０） 

12345678 

競金大学大学院工学

研究院 
5,800 

30 

管理太郎 

教授 
競金大学管理部管

理課 

taro@kyoukin.ac.jp 

4,200 

kanri@kyoukin.ac

.jp 

03-1234-5678 
03-1234-5678 

共
同
研
究
者 

学振花子（４０） 

98765432 

学振大学大学院工学

研究院 
8,200 

20 

管理花子 

准教授 
学振大学管理課 

hanako@gakushin.ac

.jp 
1,800 

kanri@gakushin.ac

.jp 

03-2345-6789 
03-2345-6789 
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（様式Ａ－１） 

令和○年○月○日 

 

フ ェ ー ス シ ー ト（新規応募課題） 

 

 

 

政策課題解決型技術開発公募（一般タイプ） 

研究開発課題名  

令和８年度交付希望額 （（例）20,000千円） 

 

 

交付申請者（研究代表者） 

 

 

 

ふりがな 

氏  名 

こくど たろう 

国土 太郎 

生年月日 

（西暦） 

１９６１年○○月○○日 

R8.4.1時点の年齢（  歳） 

連絡先 

（〒○○○－○○○○） 

東京都港区○○５－３－２ 
TEL：０３-○○○○-○○○○ 

E-mail：○○○○@oo.jp 

所 属 

（勤務先） 
○○大学 工学部 建設工学科 職名：教授 

最終学歴 ○○○大学 工学科○○博士課程修了 専門分野：コンクリート工学 

学位等 工学博士（○○○大学） 
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（様式Ａ－２） 

提案の概要 

 
※以下の［１．研究開発の概要・目標］、［２．研究開発の概要図］については A4 版１枚で簡潔かつ要

領よくまとめて記述して下さい。 

 また、実施事項の全体が簡潔にイメージできる内容として、下記１，２とは別に（様式Ａ－２）別紙を

PowerPoint１枚紙でまとめて下さい。 

 

１．研究開発の概要・目標 

（１） 研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

 

（２） 研究開発の背景・概要 

土木構造物の○○反応によるコンクリートの劣化因子である○○を効率的・効果的に計測・補

修するため、○○による計測システムを開発する。・・・・・・ 

 

※研究の学術的背景（本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれま

での研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容

等）をはじめに記載ください。 

※その後、研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか、概要をわかりやすくご記載

ください。 

 

（３） 研究開発の目標 

１）○○の計測システムのモデルを構築する。 

２）構築した計測システムの精度を既存技術に比べて％以上まで向上させる。 

 

※応募時に既存技術からどこまで効率的・効果的な技術開発を行うかという具体的な成果目標

（数値目標等）を設定すること。例えば、「既存技術は、１００m2 の壁面を１０分で検査でき

るが、本技術開発により、同じ面積の壁面を５分で検査することを可能とする」など。 
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（様式Ａ－２） 

２．研究開発の概要図 

 

・ 提案いただいた研究開発課題の全体概要が分かるよう、個別の研究開発項目をフロー図に

まとめてください。 

概要図に記入した研究開発項目毎に、（様式 A－3）を提出して頂きます。 

 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○○年度 
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（様式Ａ－２）別紙 

 

※本資料は、報道発表 HPより元データをダウンロードいただき、提出時は PDF化した上、他の

提出資料とともに e-Radでご提出ください。 
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（様式Ａ－３） 

 

個別研究開発項目の概要 
 

個別の研究開発項目毎に、研究開発目標、研究担当者、実施場所及び概要などについて記述して

ください。 

※個別研究開発項目数だけ本様式（様式Ａ－３）を追加してご記入下さい。枚数は項目数につ

き２ページ以内で記入願います。 

 

・研究開発項目名 

（１）○○モデルの開発 

 

・研究開発目標 

○○と○○を容易に選択可能なシステムを開発する。 

 

（研究開発期間終了時に達成可能な目標を具体的に（数値的目標等）記載してください。） 

 

・研究担当者 

氏   名 年齢 所属（学校名等） 

○○ ○○ 

×× ×× 

 

 

４６ 

３８ 

 

 

○□大学大学院○○工学科 

△×株式会社□□部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究担当者の選出理由 

申請者である○○○○と共同研究者である××××は、平成○年より本システムの開発につ

いて共同研究を行っており、深い知見を有しているため。 

 

・研究開発の実施場所 

○大学（△△市）、△×株式会社○○研究所（□□市） 
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（様式Ａ－３） 

 

・個別研究開発項目の研究計画・方法 

 

・研究開発の目標を達成するための具体的な研究計画・方法について年度毎の計画に分けて、

適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。 

・研究体制は、研究代表者、共同研究者、研究支援者氏名及びその支援内容について記載する

こと。（研究支援者とは、研究者以外の研究補助者、技能者および研究事務その他関係者を

いう） 

・産学官テーマ推進委員会には、課題採択後に設置するため、応募時に言及しないこと。 

 

 

 

 

【令和○○年度】 

 

 

 

 

 

 

【令和○○年度】 

 

 

 

 

 

 

【研究体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

（様式Ａ－４） 

各審査項目について 
 

研究開発課題の全体について、新規性・必要性、実現可能性・効率性、導入効果（有効性）・事業

化計画について記載してください。 

※（１）～（３）はそれぞれ 1ページ以内で記入願います。 

 

（１）新規性・必要性 
記載すべき観点： 

○建設分野での活用において新規性の高い技術に関する研究開発要素が認められるか。 

○当該技術の優位性、必要性 など。 
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（様式Ａ－４） 

（２）実現可能性・効率性 
記載すべき観点：○提案された技術研究開発の目標の達成及び実用化が技術的に可能であるか。 

○建設分野で求められるユースケース・精度などを考慮した技術開発計画となっているか。 

○産学連携等による効率的な開発や検証等が可能な実施体制を整えているか など。 
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（様式Ａ－４） 

（３）導入効果（有効性）・事業化計画 
記載すべき観点： 

○提案された技術研究開発が実用化となった場合に想定される、生産性向上・環境負荷低減に係

る導入効果※（作業期間短縮、省力化、安全性の確保等）。 

○当該研究開発成果の事業化計画（現場への採用予定や販売計画等）の具体的内容 

※CO2 削減を提案する場合、上記観点に加え、当該技術による排出削減量を記載すること。また、

当該技術が普及した場合の年間排出削減量についても可能なかぎり記載すること。（排出削減

量の記載について、ページの追加を認める） 

 



 

41 

 

（様式Ａ－５） 

 

研究開発年次計画・経費の見込み 
 

※研究開発期間が２年の場合の例 

（１年の場合は列を削除してください） 

                               単位：百万円 

研究開発項目 令和８年度 令和９年度     

直接経費 15.40 15.40 

(1)○○モデル

の開発 

 

 

 

 

 

(2) ○○データ

ベースの開発 

 

 

 

 

 

 

(3)○○解析シ

ステムの開発 

 

 

 

 

 

○○の分析 

8.00 

 

 

 

 

 

△△の分析 

6.00 

 

 

 

 

 

 

 □□の分析 

1.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○の開発 

4.00 

 

 

 

 

△△システム構築 

6.00 

 

 

 

 

 

 

□□の開発 

5.40 

 

 

 

間接経費 4.60 4.60 

合  計 20.00 

 

18.2 

20.00 

総  計 40.00 

（注）  

・主な研究開発項目毎に記載して下さい（線表の下に見積額を記入する） 

・間接経費は、直接経費の３０％として計上し、千円単位を切り捨て、万円単位で計上願います。 
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○主な機器設備（物品費）等の内訳 

 50 万円以上の設備品を購入される場合（予定も含む。）、品名、仕様、用途、予定金額

（千円）、リースに出来ない理由及び選定理由を記載してください（複数ある場合は表をコ

ピーして下さい。）。 

 

品  名  

仕  様  

用  途  

予定金額（千円）  

リース出来ない理由  

選定理由  

 

 

○主な外注費（その他）の内訳 

 他機関への外注を実施し、委託費を計上される場合（予定も含む。）、外注業務名、外注費

（千円）、外注内容、外注しなければならない理由を記載してください（複数ある場合は表

をコピーして下さい。）。 

 

外注業務名  

外注費（千円）  

外注内容  

外注しなければならない

理由 
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（様式Ａ－６） 

注）本様式は共同研究者が作成する様式です。 

令和○年○月○日 

 

建設技術研究開発費補助金承諾書 

 

 

交付申請者の所属機関・職名、氏名 

 ○○大学 工学部 建設工学科 教授 国土 太郎 

 

研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

（研究開発期間 令和○○～○○年度） 

 

 

標記研究開発課題の共同研究者となることを承諾します。 

 

 

      共同研究者 所属機関・職名、氏名、 

      ○□大学大学院○○工学科 

                教授 交通 太郎               

 

 

 

 

 

 

（注） 

１．本承諾書は、共同研究者が上記研究開発課題に関して、交付申請者との位置関係を明確にす

るもので、課題提案時に提出するものである。 

  なお、補助金交付内定以降、新しく加わる研究開発組織に加わる共同研究者は、交付申請書

又は交付決定内容変更承認申請書（様式は別途指定）とともにその都度提出すること。 

２．同一の研究開発課題について、複数の研究者が参加する場合は、共同研究者の所属機関・職

名、氏名の欄に連記して差し支えない。 

３．押印は省略可といたします。 
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（様式Ａ－７） 

注）本様式は交付申請者が作成する様式です。 

令和○年○月○日 

 

建設技術研究開発費補助金承諾書（所属機関用） 

 

国土交通大臣殿 

 

研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

（研究開発期間 令和○○～○○年度） 

 

所属機関・職名、氏名 

○○大学 工学部 建設工学科 教授 国土 太郎 

 当機関に所属する上記の者が、標記の研究開発課題の交付申請者となることを承諾します。 

 

 

 

                    所属機関長の職名、氏名 

                     ○○大学 学長 ○○ ○○    

 

 

（注） 

１．所属機関長の職名・氏名、職印については、学部長又は研究所等の部局の長が承諾書に関す

る権限を委任されている時は、これらの部局の長の氏名、職印で差し支えない。 

２．本書における「承諾内容」は、下記の通りです。 

・当該研究開発を所属機関の業務（公務）の一部として行うこと。 

・当該研究開発を実施する際、所属機関の施設を使用すること。 

・当該研究開発の実施に際し、所属機関による経理等の事務的支援を受けられること。 

３．同一の研究開発課題について、同一の機関から複数の研究者が参加しようとする場合は研究

者の所属機関・職名、氏名の欄に連記して差し支えない。 

 なお、補助金交付内定以降、新しく研究開発組織に加わる共同研究者は、交付申請書又は交

付決定内容変更承認申請書（様式は別途指定）とともに必ず提出すること。 

４．押印は省略可といたします。 
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（様式Ａ－８） 

注）本様式は共同研究者が作成する様式です。 

令和○年○月○日 

 

建設技術研究開発費補助金承諾書（所属機関用） 

 

国土交通大臣殿 

 

研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

（研究開発期間 令和○○～○○年度） 

 

所属機関・職名、氏名 

○○大学 工学部 建設工学科 教授 国土 太郎 

 当機関に所属する上記の者が、標記の研究開発課題の共同研究者となることを承諾します。 

 

 

                    所属機関長の職名、氏名  

                     ○○大学 学長 ○○ ○○    

 

 

（注） 

１．所属機関長の職名・氏名、職印については、学部長又は研究所等の部局の長が承諾書に関す

る権限を委任されている時は、これらの部局の長の氏名、職印で差し支えない。 

２．本書における「承諾内容」は、下記の通りです。 

・当該研究開発を所属機関の業務（公務）の一部として行うこと。 

・当該研究開発を実施する際、所属機関の施設を使用すること。 

・当該研究開発の実施に際し、所属機関による経理等の事務的支援を受けられること。 

３．所属機関長は上記研究者の研究開発課題における立場・役割を交付申請者、共同研究者から

選択して記載すること。 

４．同一の研究開発課題について、同一の機関から複数の研究者が参加しようとする場合は研究

者の所属機関・職名、氏名の欄に連記して差し支えない。 

 なお、補助金交付内定以降、新しく研究開発組織に加わる共同研究者は、交付申請書又は交

付決定内容変更承認申請書（様式は別途指定）とともに必ず提出すること。 

５．押印は省略可といたします。 
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（様式Ａ－９） 

 

本研究開発に使用することを予定している主な既存設備 
 

（○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発） 

 

（１）○○モデルの開発 

設 備 名 所 有 機 関 

●△測定器 〇〇大学 

  

 

（２）○○データベースの開発 

設 備 名 所 有 機 関 

○○材料実験装置 〇〇大学 

  

 

（３）○○解析システムの開発 

・ （以下、研究項目毎に使用する既存設備を記載） 

    

 

（注） 

設備に関しては、必要に応じて適宜説明や参考資料を添付してください。 
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（様式Ａ－１１） 

技術流出防止措置 

コア重要技術の概要 

 

 

具体的な技術流出防止措置の内容 
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新規応募様式（様式Ｂ） 

 

・政策課題解決型技術開発公募 

（中小・スタートアップ企業タイプ） 
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提出書類チェックシート（新規） 

・政策課題解決型技術開発公募（中小ＳＵ企業タイプ） 
◆企業名 
 

 

◆研究開発課題名 
 

 

◆確認項目 ※該当しない場合は記載不要 
＜技術流出防止措置について＞ 

□ 技術流出防止措置を講じる 

＜若手研究者の自発的な研究活動等の実施の確認について＞ 

□ 若手研究者の自発的な研究活動等の実施を希望する 

＜スタートアップ企業の要件について＞ 

□ 設立１５年以内 

＜地域再生計画に位置付けられた研究開発課題について＞ 

□ 地域再生計画に位置付けている 

＜「くるみん」・「えるぼし」認定取得している企業等について＞ 

□ 「くるみん」・「えるぼし」の認定取得 
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共通提出書類 
□ 本チェックシート 

□ 研究活動における不正行為への対応状況確認（府省共通様式） 

□ 各年度別経費内訳 

□ 研究組織 

 

新規応募課題 提出書類一式（全て提出してください） 
□ フェースシート 

□ 提案の概要 

□ 各審査項目について 

□ 研究開発年次計画・経費の見込み 

□ 建設技術研究開発費補助金承諾書 

□ 建設技術研究開発費補助金承諾書（共同研究者の所属機関用） 

□ 本研究開発に使用することを予定している主な既存設備 

様式 B－１ 

様式 B－２ 

様式 B－４ 

様式 B－５ 

様式 B－６ 

様式 B－８ 

様式 B－９ 

 

 民間企業等提出書類（共同研究者も含む）・・・募集要領２．３ 
□ 定款および財務諸表（最新年度） 

□ 自ら実施できる能力を有する機関であることを証明する資料 

（研究開発施設、事務所所在地、研究施設の概要、近年の学会等研究開発活動に関する報

告書等） 

□ 間接経費の使途に関する規程類、または直近年度の決算報告書等 

 

該当する場合は提出 
＜技術流出防止措置について＞ 

□ 技術流出防止措置 

＜若手研究者の自発的な研究活動等の実施を希望する場合＞ 

□ 承認申請書 

□ 承認通知書の写し 

＜スタートアップ企業の要件を満たす場合＞ 

□ スタートアップ企業の要件を満たすことが確認できる資料 

＜研究開発課題を地域再生計画に位置付けている場合＞ 

□ 研究開発課題を地域再生計画に位置付けていることが確認でき

る資料 

＜「くるみん」・「えるぼし」認定取得している場合＞ 

□ 認定等が確認できる資料 

 

様式 B－１１ 
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【研究活動における不正行為への対応状況確認】 

 

 国土交通省の策定した「研究活動における不正行為への対応指針」（平成２７年６月２日改

正）の「第４章 ２．研究機関における規程・体制の整備及び公表」に記載した内容について、

以下の項目に記載してください。 

 

１．研究機関における規程・体制の整備及び公表に関する状況について 

  （□にチェックするとともに、規定等の名称を記載し、添付すること） 

 

 □研究活動における不正行為に対応するための責任者を明確にし、責任者の役割や責任の範囲

を定めている 

 □告発者を含む関係者の秘密保持の徹底や告発後の具体的な手続を明確にしている 

 □研究活動における不正行為について本調査の実施の決定その他の報告を当該事案に係る資金

配分機関に行うよう規定している 

□不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内容（項目等）を定めている 

 □規程・体制整備の状況について当該研究機関の内外に公表している 
  ※研究機関が民間企業であって、企業活動上、社内規程等を外部に公表することが困難な場合

は、公表されていなくても構わない（本応募様式への添付をもって公表に代えることができ

る） 

 

規程等の名称：                                    

 

２．□にチェックの入らないものがある場合にはその理由を記載すること 
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各年度別経費内訳                         （単位：千円） 

※青字は記載例、又は注意書きです。提出の際は全て削除して下さい。 

 

大項目 中項目 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 計 

直
接
経
費 

1.物品費 設備備品費 0 4,000 4,000 8,000 

消耗品費 1,000 2,000 2,000 5,000 

2.旅 費 旅 費 1,000 2,000 2,000 5,000 

3.人件費 

 ・謝金 

人件費 3,000 2,000 1,400 7,400 

謝金 0 2,000 2,000 4,000 

4.その他 

 

外注費 0 2,000 2,000 4,000 

その他 1,000 1,400 2,000 4,400 

間接経費 

（上記経費の 30%以内） 
1,000 4,600 4,600 10,200 

合 計 7,000 20,000 20,000 47,000 
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研究組織（研究代表者及び共同研究者） 
（共同研究者の人数に応じて適宜記入欄を追加してよい。） 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 計 2 名 研究経費合計 7,000   

 

 
氏名（年齢） 

研究者番号 

所属研究機関・部局 

職名 

メールアドレス 

電話番号 

令和８年度 

直接経費／ 

間接経費 

（千円） 

エフォート 

（％） 

経理担当者氏名 

所属 

メールアドレス 

電話番号 

研
究
代
表
者 

競金太郎（５０） 

12345678 

競金株式会社○○支

社技術開発部 
3,600 

30 

管理太郎 

部長 
競金株式会社管理

部 

taro@kyoukin.ac.jp 

1,000 

kanri@kyoukin.ac

.jp 

03-1234-5678 
03-1234-5678 

共
同
研
究
者 

学振花子（４０） 

98765432 

学振大学大学院工学

研究院 
2,400 

20 

管理花子 

准教授 
学振大学管理課 

hanako@gakushin.ac

.jp 
0 

kanri@gakushin.ac

.jp 

03-2345-6789 
03-2345-6789 
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（様式Ｂ－１） 

令和○年○月○日 

 

フ ェ ー ス シ ー ト（新規応募課題） 

 

 

 

  

政策課題解決型技術開発公募（中小ＳＵ企業タイプ） 

研究開発課題名  

令和８年度交付希望額 （（例）7,000千円） 

 

 

交付申請者（研究代表者） 

 

 

 

ふりがな 

氏  名 

きょうきん たろう 

競金 太郎 

生年月日 

（西暦） 

１９６１年○○月○○日 

R8.4.1時点の年齢（  歳） 

連絡先 

（〒○○○－○○○○） 

東京都港区○○５－３－２ 
TEL：０３-○○○○-○○○○ 

E-mail：○○○○@oo.jp 

所 属 

（勤務先） 
競金株式会社○○支社技術開発部 職名：部長 

最終学歴 ○○○大学 工学科○○博士課程修了 専門分野：コンクリート工学 

学位等 工学博士（○○○大学） 
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（様式Ｂ－１）  

交付申請者（中小ＳＵ企業）の概要  

（１）略歴 
  （設立日については必ず記入のこと） 

 

 

 

 

（２）資本金および上位株主 
  資本金：     千円 

  株主（上位５位） 

 

株主の名称 出資比率 資本金 従業員数 

 ○○％    千円    名 

    

    

 

（３）従業員数 
     名 （常時使用する従業員の人数を記載してください） 

 

（４）現在の主要事業内容 
    （主たる事業として営んでいる業種がわかるように記述してください） 

 

 

 

 

 

 

（５）これまでの研究開発・技術開発実績 
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（様式Ｂ－２） 

提案の概要 

 
※以下の［１．研究開発の概要・目標］、［２．研究開発の概要図］については A4 版１枚で簡潔かつ要

領よくまとめて記述して下さい。 

 また、実施事項の全体が簡潔にイメージできる内容として、下記１，２とは別に（様式 B－２）別紙を

PowerPoint１枚紙でまとめて下さい。 

 

１．研究開発の概要・目標 

（１） 研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

 

（２） 研究開発の背景・概要 

土木構造物の○○反応によるコンクリートの劣化因子である○○を効率的・効果的に計測・補

修するため、○○による計測システムを開発する。・・・・・・ 

 

※研究の学術的背景（本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれま

での研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容

等）をはじめに記載ください。 

※その後、研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか、概要をわかりやすくご記載

ください。 

 

（３） 研究開発の目標 

１）○○の計測システムのモデルを構築する。 

２）構築した計測システムの精度を既存技術に比べて％以上まで向上させる。 

 

※応募時に既存技術からどこまで効率的・効果的な技術開発を行うかという具体的な成果目標

（数値目標等）を設定すること。例えば、「既存技術は、１００m2 の壁面を１０分で検査でき

るが、本技術開発により、同じ面積の壁面を５分で検査することを可能とする」など。 
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（様式Ｂ－２） 

２．研究開発の概要図 

※ A4 版１枚で簡潔かつ要領よくまとめて記述して下さい。 

 

□ 提案いただいた研究開発課題の全体概要が分かるよう、F/Sと技術開発との関連及び違いを

含めてフロー図にまとめてください。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○年度 

F/S 

○○の技術動向調査 ○○の優位性の評価 ○○の実験 

○○の技術開発の必要性及び実現可能性の実証 
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（様式Ｂ－２）別紙 

※本資料は、報道発表 HPより元データをダウンロードいただき、提出時は PDF化した上、他の

提出資料とともに e-Radでご提出ください。 
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（様式Ｂ－４） 

各審査項目について 
 

F／Sに係る実施計画の妥当性、技術開発への展開可能性、新規性・必要性、実現可能性・効率性、

導入効果（有効性）・事業化計画について記載してください。 

 

（１）F／Sに係る実施計画の妥当性 

設定された技術開発課題を解決・克服するための技術的方法に関し、提案する解

決手法の根拠となる理論、データ等が示されており、Ｆ／Ｓに係る実施計画の内容

が技術開発課題に対応した妥当なものとなっているか理解できるように記載する。 

※①～③はそれぞれ２ページ以内で記入願います。 

 

①  F/Sの目的 
（当該事前調査（F/S）の目的について客観的事実に基づいた根拠を示して具体的に記述して

下さい。 

当該事前調査（F/S）の目的により以下のような記載を適宜挿入してください。 

 ・F/Sを行おうとする技術の内容およびその科学的根拠 

 ・申請者の保有する技術等） 
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（様式Ｂ－４） 

 

② F/Sの内容 

（当該事前調査（F/S）は、技術開発（R&D）実施に先立ち、新工法や新製品・材料に関する実

行可能性や実現可能性を検証する作業のことです。具体的には、申請の根拠となる技術の科学

的な検証、技術動向調査及び現場ニーズの調査等を行って、技術開発の実施計画の精査、事業

の実現可能性の見通しをつけることです。以下の例のように研究項目を設定し、それぞれにつ

いて内容を具体的に記述してください。 

 ①○○の優位性評価 

 ②○○の基礎データ取得実験 

 ③○○の技術動向調査 

 ④現場ニーズの調査、現場への導入方策等） 
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（様式Ｂ－４） 

③ F/Sの実施体制 

（・会社組織ではなく、事前研究を遂行する体制（役割分担）を具体的に記入してください。 

・社外組織と連携する場合は、その役割を記入してください。） 
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（様式Ｂ－４） 

（２）技術開発への展開可能性 

Ｆ／Ｓ終了後の技術開発に係る計画を有し、実際に技術開発へ展開できる見込み

について、理解できるように記載する。 

※①～③はそれぞれ２ページ以内で記入願います。 

 

① R&Dの目的 

（・事前調査（F/S）終了後に想定している技術開発（R&D）の目的を記載して下さい（事前調

査（F/S）と技術開発（R&D）事業の実施範囲の違いを明確に記述して下さい）。） 
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（様式Ｂ－４） 

② 技術開発の内容 

（①×××の検討 

   内容説明 

②×××の試験 

   内容説明 

③○○○の試験 

   内容説明 

④×××の評価 

   内容説明） 
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（様式Ｂ－４） 

②  技術開発の実施体制 

（・「事前調査（F/S）の実施体制」を参考に、技術開発（R&D）で想定している実施体制（役

割分担）を記載してください。） 
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（様式Ｂ－４） 

（３）新規性・必要性 
※1ページ以内で記入願います。 

○建設分野での活用において新規性の高い技術に関する研究開発要素が認められるか。 

○当該技術の優位性、必要性 など。 
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（様式Ｂ－４） 

（４）実現可能性・効率性 
※1ページ以内で記入願います。 

○提案された技術研究開発の目標の達成及び実用化が技術的に可能であるか。 

○建設分野で求められるユースケース・精度などを考慮した技術開発計画となっているか。 

○産学連携等による効率的な開発や検証等が可能な実施体制を整えているか など。 
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（様式Ｂ－４） 

（５）導入効果（有効性）・事業化計画 
※1ページ以内で記入願います。 

○提案された技術研究開発が実用化となった場合に想定される、生産性向上・環境負荷低減に

係る導入効果※（作業期間短縮、省力化、安全性の確保等）。 

○当該研究開発成果の事業化計画（現場への採用予定や販売計画等）の具体的内容 

  ※CO2 削減を提案する場合、上記観点に加え、当該技術による排出削減量を記載すること。ま

た、当該技術が普及した場合の年間排出削減量についても可能なかぎり記載すること。 

（排出削減量の記載について、ページの追加を認める。） 
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（様式Ｂ－５） 

「研究開発年次計画・経費の見込み」 

単位：百万円  

 

研究開発期間が３年の場合の例（２年の場合は列を削除してください。） 

研究開発項目 令和８年度 令和９年度     令和１０年度 

フェーズ F／S R&D 

直接経費 6.00 15.40 15.40 

(1)○○モデル

の開発 

 

 

 

 

 

(2) ○○データ

ベースの開発 

 

 

 

 

 

 

(3)○○解析シ

ステムの開発 

 

 

 

 

 

○○の分析 

2.00 

 

 

 

 

 

△△の分析 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 □□の分析 

1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○の開発 

8.00 

 

 

 

 

△△システム構築 

1.40 

 

 

 

 

 

 

□□の開発 

6.00 

 

 

 

 

 

 

○○の検証 

4.00 

 

 

 

 

 

△△の検証 

8.00 

 

 

 

 

 

 

 

□□の検証 

3.40 

間接経費 1.00 4.60 4.60 

合  計 7.00 

 

18.2 

20.00 20.00 

総  計 47.00 

（注）  

・主な研究開発項目毎に記載して下さい（線表の下に見積額を記入する。） 

・間接経費は、直接経費の３０％相当で計上することになります。千円単位を切り捨て、万

円単位で記載願います（少数第 2位まで記載）。 

・事前調査（F/S）では、５０万円以上となる機械装置等の計上は原則として認めておりま

せんのでご留意ください。 
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○主な機器設備（物品費）等の内訳 

 50 万円以上の設備品を購入される場合（予定も含む。）、品名、仕様、用途、予定金額

（千円）、リースに出来ない理由及び選定理由書を記載してください（複数ある場合は表を

コピーして下さい。）。 

 

 

品  名  

仕  様  

用  途  

予定金額（千円）  

※事前調査（F/S）では、５０万円以上となる機械装置等の計上は原則として認めておりま

せんのでご留意ください。 



 

70 

 

（様式Ｂ－６） 

注）本様式は共同研究者が作成する様式です。 

令和○年○月○日 

 

建設技術研究開発費補助金承諾書 

 

 

代表者 

 ○○建設株式会社 代表取締役社長  国土 太郎 

 

研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

（研究開発期間 令和○年度～令和○年度） 

 

 

標記研究開発課題の共同研究者となることを承諾します。 

 

 

      共同研究者 所属機関・職名、氏名 

      ○□大学大学院○○工学科 

                教授 交通 太郎               

 

 

 

 

 

 

（注） 

１．本承諾書は、共同研究者が上記研究開発課題に関して、代表者との位置関係を明確にするも

ので、課題提案時に提出するものである。 

  なお、補助金交付内定以降、新しく加わる研究開発組織に加わる共同研究者は、交付申請書

又は交付決定内容変更承認申請書（様式は別途指定）とともにその都度提出すること。 

２．同一の研究開発課題について、複数の研究者が参加する場合は、共同研究者の所属機関・職

名、氏名の欄に連記して差し支えない。 

３．e-Rad 申請の際は、捺印した書類をスキャニングして PDF 化すること。 

４．押印は省略可とする。 
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（様式Ｂ－８） 

注）本様式は共同研究者が作成する様式です。 

令和○年○月○日 

 

建設技術研究開発費補助金承諾書（所属機関用） 

 

国土交通大臣殿 

 

研究開発課題名 

○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発 

（研究開発期間 令和○年度令和成○年度） 

 

所属機関・職名、氏名 

○○大学 工学部 建設工学科 教授 国土 太郎 

 当機関に所属する上記の者が、標記の研究開発課題の共同研究者となることを承諾します。 

 

 

 

                    所属機関長の職名、氏名 職印 

                     ○○大学 学長 ○○ ○○    

 

 

（注） 

１．所属機関長の職名・氏名、職印については、学部長又は研究所等の部局の長が承諾書に関す

る権限を委任されている時は、これらの部局の長の氏名、職印で差し支えない。 

２．本書における「承諾内容」は、下記の通りです。 

・当該研究開発を所属機関の業務（公務）の一部として行うこと。 

・当該研究開発を実施する際、所属機関の施設を使用すること。 

・当該研究開発の実施に際し、所属機関による経理等の事務的支援を受けられること。 

３．同一の研究開発課題について、同一の機関から複数の研究者が参加しようとする場合は研究

者の所属機関・職名、氏名の欄に連記して差し支えない。 

 なお、補助金交付内定以降、新しく研究開発組織に加わる共同研究者は、交付申請書又は交

付決定内容変更承認申請書（様式は別途指定）とともに必ず提出すること。 

４．押印は省略可とする。
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（様式Ｂ－９） 

 

本研究開発に使用することを予定している主な既存設備 

 

（○○骨材反応の○○による計測・補修システムの開発） 

 

（１）○○モデルの開発 

設 備 名 所 有 機 関 

●△測定器 〇〇大学 

  

 

（２）○○データベースの開発 

設 備 名 所 有 機 関 

○○材料実験装置 〇〇大学 

  

 

（３）○○解析システムの開発 

・ （以下、研究項目毎に使用する既存設備を記載） 

    

 

 

（注） 

設備に関しては、必要に応じて適宜説明や参考資料を添付してください。 
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（様式 B－１１） 

技術流出防止措置 

コア重要技術の概要 

 

 

具体的な技術流出防止措置の内容 
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府省共通研究開発管理システム（e-Rad） 

による応募について 
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（１）システムの操作方法に関する問い合わせ先 

 

本制度・事業に関する問い合わせは、従来通り国土交通省大臣官房技術調査課にて受

付けます。システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受付けます。 

建設技術研究開発助成制度のホームページおよびシステムのポータルサイト（以下、

「ポータルサイト」という。）をよく確認の上、問い合わせてください。 

なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。 

 

○建設技術研究開発助成制度のホームページ： 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000121.html 

 

○ポータルサイト： 

http://www.e-rad.go.jp/  

(なお、研究者、研究機関への情報提供ページは、ポータルサイトの最下層にリ 

ンクを設けています) 

 

（問い合わせ先一覧） 

制度・事業に関する問い合わ

せおよび提出書類作成・提出

に関する手続き等に関する問

い合わせ 

国土交通省大臣官房技術

調査課 

建設技術研究開発助成制

度事務局 

03-5253 -8125（直通） 

03-5253 -1536（FAX） 

 

府省共通研究開発管理システ

ム（e-Rad）の操作方法に関す

る問い合わせ 

府省共通研究開発管理シ

ステム（e-Rad）ヘルプ

デスク 

 

直通ダイヤル番号については 

ポータルサイトを確認下さい。 

 

【注意事項】 

ヘルプデスクは研究機関・研究者の登録やe-Radの操作についての問い合わせ先ですが、以下のように配分

機関にお問い合わせいただく内容が大変多く含まれています。 

  以下のような項目については、大臣官房技術調査課あてにお問い合わせいただくようお願いします。 

   ・予算額・経費には何を入力すればいいのか 

   ・配分機関へ提出済みの課題を修正したい 

   ・実施中の課題（応募・受入状況）には何を入力すればいいのか 

   ・継続課題で必須入力となっている課題IDが分からない 

   ・配分機関に提出する前に入力した内容を確認してほしい 

   ・応募したいが何をすればいいか教えてほしい 

   ・応募に当たって別途郵送が必要な書類の種類は何か 

   ・応募したいがどの種目に該当するのか 

   ・審査結果はいつ分かるのか 

http://www.e-rad.go.jp/
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   ・任意入力項目に記入するかどうかで有利（不利）になるのか 

   ・採択後の事務作業は大変なのか 

   ・受付中公募一覧から申請様式を取得できないが、どうすればいいか。 

   ・各事業が提示している様式には何を記述すればいいのか。 

   ・応募に関わる研究者は、どの範囲まで登録する必要があるのか。 

   ・e-Radへの応募情報の登録は、どの立場の研究者が行えばいいのか。 

   ・公募期限までに、研究機関あるいは研究代表者・研究分担者の登録が間に合わないが、どうすればいい 

  か。 

   ・応募・受入状況の入力欄に登録するべきものが11件以上あるが、どれを入力すればいいのか。 

   ・研究目的や研究概要に入力可能な文字数について、様式よりもe-Radの方が少ないため、 

    双方の内容が異なってしまったが問題ないのか。 

 

※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development

（科学技術のための研究開発）の頭文字に、Electronic（電子）の頭文字を冠したもので

す。 

 

（２）e-Radシステムの使用に当たっての留意事項 

 

① システムによる応募 

システムによる応募は、平成２０年１月より稼働の「府省共通研究開発管理システ

ム（e-Rad）」にて受付けます。 

操作方法に関するマニュアルは、e-Radポータルサイト（http://www.e-

rad.go.jp/）から参照またはダウンロードすることができます。システム利用規約に

同意の上、応募してください。 

 

② e-Radシステムのサービス時間 

サービス時間は平日、休日ともに 0:00～24:00 です。 

※上記サービス時間内であっても、緊急のメンテナンス等により、サービスを停止

する場合があります。 

※国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）に関わらず、上記時間帯はサー

ビスを行います。 

※ヘルプデスク運用時間は、国民の祝日及び年末年始を除く 平日 9:00～18:00 とな 

ります。 

 

③ 研究機関の登録 

研究者が研究機関を経由して応募する場合、交付申請者が所属する研究機関及び共

同研究者が所属する研究機関は、応募時までに登録されていることが必要となりま

す。 
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研究機関の登録方法については、e-Radポータルサイトを参照してください。登録

手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続き

をしてください。なお、一度登録が完了すれば、他制度・事業の応募の際に再度登

録する必要はありません。また、他制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必

要はありません。 

なお、ここで登録された研究機関を所属研究機関と称します。 

 

④ 研究者情報の登録 

研究課題に応募する交付申請者および研究に参画する共同研究者は研究者情報を登録

し、システムログインＩＤ、パスワードを取得することが必要となります。 

所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。なお、過

去に文部科学省の科学研究費補助金制度で登録されていた研究者情報は、既にこのシ

ステムに登録されています。研究者番号等を確認の上、所属情報の追加を行ってくだ

さい。 

所属研究機関に所属していない研究者の情報は、府省共通研究開発管理システム運

用担当で登録します。必要な手続きはe-Radポータルサイトを参照してください。 

 

⑤ 個人情報の取扱い 

応募書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府

省・独立行政法人を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用

（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の

提供を含む）する他、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を経由し、内閣府の

「政府研究開発データベース」へ提供します。 
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（３）e-Radシステムを利用した応募の流れ 

 

 

e-Radシステムを利用した応募の流れ 

 

e-Radポータルサイトからシステムにアクセス 

http://www.e-rad.go.jp/ 

 

 

建設技術研究開発助成制度のホームページ 

またはe-Radシステムから提案書様式をダウンロード 

 

 

e-Radシステムに必要事項を入力の上、提案書をアップロード 

 

 

所属研究機関を経由で提出 

（e-Radシステム上での所属研究機関による承認） 

 

 

国土交通省大臣官房技術調査課にて受理 

 

 

なお、提案書のアップロード後は、e-Radシステムにて提案書受理

状況が確認できます 
 

 

（４）提案書類の注意事項 

ポータル 

サイト 

http://www.e-rad.go.jp/ 

提出締切 （一般タイプ、中小ＳＵ企業タイプ）令和８年２月20日（金）１７時 
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注意事項 
 

・システムの利
用方法 

 

 

 

・応募書類様式の

ダウンロード 

 

・ファイル種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・画像ファイル形

式 

 

 

 

 

 

 

・ファイル容量 

 

 

 

 

 

 

 

・提案書アップロ

ード 

 

 

 

 

 

・提案書アップロ

ード後の修正 

 

 

 

 

 

・受付状況の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ システムを利用の上、提出してください。 

e-Radシステムの操作マニュアルは、上記ポータルサイトよりダウン

ロードできます。 

 

・ 制度・事業内容を確認の上、所定の様式ファイルをダウンロードして

ください。 

 

・ 提案書類（アップロードファイル）はWord、一太郎、ＰＤＦのいずれ

かの形式にて作成し、応募してください。なお、Word、一太郎、ＰＤ

Ｆは以下のバージョンで作成されたものでないと、アップロードがう

まく出来ない場合がありますのでご注意ください。 

○ Word 2000以降 

○ 一太郎 Ver.12以降 

○ Adobe Acrobat Reader(Adobe Reader) 5.0以降 

 

・ 提案書に貼り付ける画像ファイルの種類は｢GIF｣、｢BMP｣、｢JPEG｣、

｢PNG｣形式のみとしてください。それ以外の画像データ（例えば、CAD

やスキャナ、PostScriptやDTPソフトなど別のアプリケーションで作

成した画像等）を貼り付けた場合、正しくＰＤＦ形式に変換されませ

ん。画像データの貼り付け方については、操作マニュアル「3.4 画像

を貼り付ける方法」を参照してください。 

 

・ アップロードできるファイルの最大容量は下表の通りです。 
ファイル 最大サイズ 

公募 ３Ｍbyte 

交付・委託契約手続き １Ｍbyte 

成果概要 ３Ｍbyte 

成果報告書 ５Ｍbyte 

実績・完了報告書 １Ｍbyte 

 

・ 提案書類は、アップロードを行うと、自動的にＰＤＦファイルに変換

します。外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性があ

りますので、変換されたＰＤＦファイルの内容をシステムで必ず確認

してください。利用可能な文字に関しては、操作マニュアル「1.7シ

ステムの基本的な操作方法」を参照してください。 

 

・研究者が所属研究機関へ提出するまでは提案内容を修正する事が可能

です。所属研究機関へ提出した時点で修正することができません。修

正する場合は、所属研究機関へ修正したい旨を連絡してください。な

お、所属研究機関承認後は、国土交通省大臣官房技術調査課へ修正し

たい旨を連絡してください。 

 

・ 提出締切日までにシステムの「受付状況一覧画面」の受付状況が「配

分機関受付中」となっていない提案書類は無効となります。提出締切

日までに「配分機関受付中」にならなかった場合は、所属研究機関ま

で至急連絡してください。 

・ 提案書の受理確認は、「受付状況一覧画面」から行うことができま

す。 
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・その他 

 
上記以外の注意事項や内容の詳細については、e-Radポータルサイト（研

究者向けページ）に随時掲載しておりますので、ご確認ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


